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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のバックステーストラップ部分間に取り付けられるバックステースプレッダであり
、
　ａ）第一及び第二のバックステーストラップ部分であって、各々がクレーン上の一対の
バックステーストラップのうちの一つを形成するために使用できる構造とされている第一
及び第二のバックステーストラップ部分と、
　ｂ）前記第一及び第二のバックステーストラップ部分間に結合されたスプレッダと、を
備えており、
　前記スプレッダが、
　　i）第一及び第二の部材であって、各々が、バックステー部分コネクタを有する第一
の端部と、枢動継手コネクタを有する第二の端部とを備えており、前記第一及び第二の部
材の前記枢動継手コネクタが枢動結合部材によって互いに枢動可能に結合されており、前
記枢動継手コネクタの各々が前記枢動結合部材から離れる方向に互いにある角度をもって
伸長している伸長部分を有し、前記第一の部材は、前記第一の部材の前記第一の端部にあ
る前記バックステー部分コネクタによって前記第一のバックステーストラップ部分に結合
され、前記第二の部材は、前記第二の部材の前記第一の端部にある前記バックステー部分
コネクタによって前記第二のバックステーストラップ部分に結合されている、第一及び第
二の部材と、
　　ii）前記枢動継手コネクタ間に取り付けられているアクチュエータと、を備えており



(2) JP 5758588 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

、
　　iii）前記アクチュエータが前記２つの枢動継手コネクタの前記伸長部分間の前記角
度を制御し、この角度はまた前記第一の部材と第二の部材との間の角度をも規定しており
、
　ｃ）これによって、前記アクチュエータが前記２つの伸長部分を相互に向かう方向に付
勢したときに、前記第一及び第二の部材が前記枢動結合部材を中心に枢動して前記第一及
び第二のバックステーストラップ部分を更に相互に離れる方向に付勢し、前記アクチュエ
ータが前記２つの伸長部分を相互に離れる方向に枢動させたときに、前記第一及び第二の
部材は相互に向かう方向に枢動して前記第一及び第二のバックステーストラップ部分を相
互に近づかせる、バックステースプレッダ。
【請求項２】
　前記スプレッダの前記第一及び第二の部材の各々が、２つのバックステーストラップ部
分間の連結部において各々のバックステーストラップ部分に結合されている、請求項１に
記載のバックステースプレッダ。
【請求項３】
　前記スプレッダの前記第一及び第二の部材の各々が真っ直ぐな脚部を有しており、前記
脚部は、前記アクチュエータが前記伸長部分を相互に接触する状態へと付勢したときに、
相互に真っ直ぐに対向する整列状態とされて、前記第一と第二の部材が相互から１８０°
の角度となる、請求項１に記載のバックステースプレッダ。
【請求項４】
　前記伸長部分の各々が機械加工された座面を有しており、これらの座面は、前記アクチ
ュエータが前記伸長部分を一緒に付勢したときに圧縮荷重を支え、それによって前記第一
及び第二のバックステーストラップ部分を相互に離れる方向に付勢する、請求項１に記載
のバックステースプレッダ。
【請求項５】
　前記アクチュエータが液圧シリンダからなる、請求項１に記載のバックステースプレッ
ダ。
【請求項６】
　前記第一及び第二のバックステーストラップ部分の各々が二本のバーからなる、請求項
１に記載のバックステースプレッダ。
【請求項７】
　前記スプレッダを広げて離れた位置に係止する構造とされた係止機構を更に備えている
、請求項１に記載のバックステースプレッダ。
【請求項８】
　前記係止機構が、機械的係止部材と、前記スプレッダの部品の幾何学的構造により前記
スプレッダを開いた状態に保つように機能する係止部材とからなる群から選択される、請
求項７に記載のバックステースプレッダ。
【請求項９】
　前記スプレッダの前記第一及び第二の部材は、完全に離れて広がった位置からより小さ
く離れて広がった位置まで戻ることにより、広がって離れた位置に自然に留まろうとし、
前記スプレッダは、前記枢動継手コネクタの形状及び前記枢動結合部材の位置により、当
初により小さく離れて広がった位置よりも長くならなければならないようにされている、
請求項１に記載のバックステースプレッダ。
【請求項１０】
　各バックステーストラップ部分コネクタが、貫通した穴が設けられた平らな部分を有し
ており、前記穴が、前記バックステーストラップ部分同士を相互に結合するために使用さ
れるピンを受け入れる大きさである、請求項１に記載のバックステースプレッダ。
【請求項１１】
　ａ）車体と、
　ｂ）前記車体を地面から持ち上げるための地面係合部材と、
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　ｃ）前記車体に回転可能に結合されている回転床と、
　ｄ）前記回転床上に枢動可能に取り付けられているブームと、
　ｅ）前記ブームの頂部に隣接して取り付けられているジブと、
　ｆ）第一及び第二の端部を有する少なくとも一つの支柱であって、前記第一の端部が前
記ジブの前記ブームに対する結合部に隣接した位置で連結されている、少なくとも１つの
支柱と、
　ｇ）前記支柱と前記回転床との間に結合されている一対のジブバックステーストラップ
を有し、前記支柱の前記第二の端部に支持されているジブの索具と、
　ｈ）前記一対のジブバックステーストラップ間に結合された調節可能長さスプレッダで
あって、前記スプレッダの結合部の位置において、前記ジブバックステーストラップが、
前記スプレッダが無い状態で広げられるときよりも大きく離れるように、前記ジブバック
ステーストラップを広げるように作動可能であるアクチュエータを備えている調整可能長
さスプレッダと、を備えている巻き上げクレーン。
【請求項１２】
　前記ジブが前記ブームに枢動可能に取り付けられたラフィングジブを備えており、前記
ジブの索具が、前記ラフィングジブの前記ブームに対する角度を変えるために使用するこ
とができる、請求項１１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１３】
　前記ジブバックステーストラップが、前記ブームに結合されていることによって前記回
転床に結合されている、請求項１１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの支柱が主要な支柱とジブの支柱とからなり、前記索具が、前記主
要な支柱と前記ジブの支柱とに取り付けられた滑車の組の間に延びているワイヤロープの
多くの部分を含んでおり、前記ジブバックステーストラップが前記主要な支柱に結合され
ている、請求項１２に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１５】
　前記ブームの前記回転床の回転面に対する角度が、マストの頂部と前記ブームの頂部と
の間に取り付けられているブーム巻き上げ索具によって制御され、前記スプレッダが、前
記ジブバックステーストラップを離隔するように離れる方向に広げて、前記ジブバックス
テーストラップがクレーンの作業中に前記ブーム巻き上げ索具と接触しないようになされ
ている、請求項１１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１６】
　前記アクチュエータが液圧シリンダからなる請求項１１に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１７】
　前記調節可能長さスプレッダが、
　ａ）第一及び第二の部材であって、各々が、第一の端部にバックステー部分コネクタを
有し、第二の端部に枢動継手コネクタを有しており、前記枢動継手コネクタが枢動結合部
材によって互いに枢動可能に結合されており、前記枢動継手コネクタの各々が前記枢動結
合部材から離れる方向に互いにある角度をもって伸長している伸長部分を有し、前記第一
の部材は、前記第一の部材の前記第一の端部上の前記バックステー部分コネクタによって
前記ジブバックステーストラップのうちの一方に結合され、前記第二の部材は、前記第二
の部材の前記第一の端部上のバックステー部分コネクタによって前記ジブバックステース
トラップのうちの他方に結合されている、第一及び第二の部材からなり、
　ｂ）前記液圧シリンダがシリンダ本体と前記シリンダ本体から伸長可能なロッドとを有
しており、前記シリンダ本体は前記第一の部材の前記伸長部分に取り付けられており、前
記ロッドは前記第二の部材の前記伸長部分に結合されており、
　ｃ）前記液圧シリンダは、前記２つの枢動継手コネクタの前記伸長部分の間の角度を制
御しており、当該角度はまた前記第一の部材と第二の部材との間の角度をも規定している
、請求項１６に記載の巻き上げクレーン。
【請求項１８】



(4) JP 5758588 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

　巻き上げクレーンを組み立てる方法であって、
　前記巻き上げクレーンは、作業中に、車体と、前記車体を地面から持ち上げるための地
面係合部材と、前記車体に回転可能に結合されている回転床と、前記回転床上に枢動可能
に取り付けられているブームと、前記ブームの頂部に隣接して取り付けられているジブと
、同じく前記ブームの前記頂部に隣接して結合されている少なくとも１つの支柱と、前記
少なくとも１つの支柱に結合されており且つ前記支柱と前記回転床との間に結合されてい
る一対のジブバックステーストラップを備えているジブ索具と、を備えており、前記方法
は、
　ａ）前記ブームを前記回転床に取り付け且つ前記支柱を前記ブームに取り付けるステッ
プと、
　ｂ）前記ジブバックステーストラップを、前記支柱と前記回転床との間に取り付けるス
テップと、
　ｃ）調節可能長さスプレッダを前記ジブバックステーストラップ間に取り付けるステッ
プであって、前記スプレッダは、前記ジブバックステーストラップ間に取り付けられたと
きに第一の長さを有している、前記スプレッダを取り付けるステップと、
　ｄ）前記スプレッダの長さを、前記スプレッダが前記ジブバックステーストラップ間に
取り付けられた後に、前記第一の長さよりも長い第二の長さまで伸ばすステップと、を含
んでいる方法。
【請求項１９】
　前記ブームが多数のブーム部分を相互に結合させることによって作られ、前記ジブバッ
クステーストラップが各々多数のジブバックステーストラップ部分を相互に結合させるこ
とによって作られ、２つのジブバックステーストラップ部分が、それらの間に、ある幅を
有してブーム部分上に平行に取り付けられている状態でクレーンの組立前に作業現場へと
搬送され、前記調節可能長さスプレッダは、前記ジブバックステーストラップ部分の間に
結合され、さらに前記ジブバックステーストラップ部分が相互に隔置されてそれらの搬送
幅にある、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ブームは、クレーンの作業中は、各々が複数の部分によって作られている一対のブ
ームストラップによって支持されており、２つのブームストラップ部分が、それらの間に
、ある幅を有して前記ブーム部分上に平行に取り付けられた状態でクレーンの組み立て前
に作業現場へ搬送され、前記ブームストラップ部分が、前記ブーム部分上の前記ジブバッ
クステーストラップ部分の間に取り付けられる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ジブバックステーストラップが、各々、多数のジブバックステーストラップ部分を
相互に結合させることによって作られ、前記スプレッダは、２つのジブバックステースト
ラップ部分間の連結部において前記ジブバックステーストラップ部分に結合される、請求
項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ジブバックステーストラップの各々が、多数のジブバックステーストラップ部分を
相互に結合させることによって作られ、前記スプレッダが、前記ジブバックステーストラ
ップが前記支柱と前記回転床との間に完全に結合される前に、前記ジブバックステースト
ラップの前記ジブバックステーストラップ部分の間に結合される、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記ジブが前記ブームに枢動可能に取り付けられているラフィングジブを備えており、
前記ジブの索具を前記ラフィングジブの前記ブームに対する角度を変えるために使用する
ことができる、請求項１８に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、クレーン例えば移動式巻き上げクレーン上で使用されるバックステースプレ
ッダに関し、更に特定すると一対のバックステーストラップ間に連結された後にその長さ
を調整することができるバックステースプレッダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　巻き上げクレーンは、典型的には、車体と、車体を地面から持ち上げる地面係合部材と
、車体に回転可能に結合された回転床であって前記地面係合部材に対して旋回することが
できるようになされた回転床と、回転床上に枢動可能に取り付けられたブームであって、
そこから荷巻き上げワイヤーロープが伸びているブームとを備えている。移動式巻き上げ
クレーンのための種々のタイプの可動の地面係合部材が存在し、最も著名なものとしては
、トラック取り付けクレーンのためのタイヤ及びクローラがある。典型的には、移動式巻
き上げクレーンは、クレーンが荷を巻き上げるときにクレーンのバランスをとる補助とな
るカウンターウェイトを備えている。
【０００３】
　クレーンは種々の場所で使用されるので、一つの作業現場から次の作業現場へ搬送でき
るように設計される必要がある。このことは、通常はクレーンが、トラックによって公道
輸送限界内で搬送できる大きさ及び重量の構成部品に分解されることを必要とする。クレ
ーンを分解し且つ組み立てることが容易であることは、クレーンの使用コスト全体に影響
を及ぼす。このようにクレーンを組み立てるのに必要な工数が比較的少なければ、クレー
ン所有者又はレンタル業者にとっては正に有利である。
【０００４】
　クレーンが特に高層ビル若しくは構造物上又は制限された空間内で作業する必要がある
ときには、ジブをブームの頂部に取り付けて必要なリーチが付与されてもよい。これは、
固定ジブとするかラフィングジブとすることができる。ジブが使用されるときには、１以
上のジブ用支柱がブームの頂部か又はジブの底部に結合される。これらの支柱は、ジブ索
具を支持し且つモーメントアームを提供し、該モーメントアームを中心とする力がかけら
れてジブによって巻き上げられる荷が支持される。ラフィングジブが使用される場合には
２つの支柱が使用されることが多く、これらの支柱間の角度はジブ巻き上げ索具によって
制御される。このようにして、２つの支柱間の角度を変えることによって、ブームとラフ
ィングジブとの間の角度が変えられる。
【０００５】
　ジブがクレーン上に使用されているときには、ジブのバックステーストラップが、ジブ
支柱と回転床との間に典型的にはブームバットに結合されることによって結合され、ブー
ムバットはもちろん回転床に枢動可能に結合されている。これらのストラップは幾つかの
別個の部分によって作られている。ブームはまた該ブームに関連するストラップ（バック
ステーストラップと称することができる）をも備えており、該ストラップはブームの頂部
とスライド平衡装置とを結合しており、スライド平衡装置はブームと固定マストとの間か
又はブームとライブマストの頂部との間に吊り下げられている。固定マストを備えている
典型的なクレーンにおいては、ブーム巻き上げ索具は、スライド平衡装置とマスト頂部と
の間に延びているワイヤーロープの多数の部分からなり且つブームの角度を制御するため
に使用される。
【０００６】
　ジブのバックステーストラップとブーム巻き上げ索具とは、場合によっては相互に干渉
する。なぜならば、ブーム巻き上げ索具とブームストラップとは、マストの頂部とブーム
の頂部との間に延びており、ジブのバックステーストラップはブームの底部とブームの頂
部から後方へ延びているジブを支持している支柱との間に延びているからである。ブーム
とブーム巻き上げ索具とが極めて大きい場合には、ジブのバックステーストラップは、相
互に離隔されるように広げられてジブのバックステーストラップがブーム巻き上げ索具の
ワイヤーロープ又はブームストラップの部分と接触しないように空間を与える必要がある
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。ブームとジブとが固定されているときに接触は避ける必要があることのみならず、フッ
ク上に荷があり且つブームが旋回するときにはブーム及びジブ支柱の曲げ及びねじれモー
メントが索具の偏りを生じさせ得て、この偏りによりジブのバックステーストラップ同士
が相互に十分に離れるように広げられていない場合に接触が発生するということを考慮す
れば、ジブのバックステーストラップ同士を広げる必要性は更に大きい。
【０００７】
　ブームストラップとジブのバックステーストラップとの部分をブームの各部分と一緒に
一つの現場と次の現場との間で搬送することは便利である。これは、殆どの部品に対して
、必要とされるブームストラップとジブのバックステーストラップの部分の数と各部分の
長さがブームを形成するために使用される部分の数及び長さに依存するからである。例え
ば、１００フィート（３０．５メートル）のブームは、１０フィート（３．０５メートル
）のブームバットと、１０フィート（３．０５メートル）のブーム頂部と、４つの２０フ
ィート（６．１メートル）のブームインサートとから作ることができる。しかしながら、
ブームが１２０フィート（３６．６メートル）の長さであるようにしようとする場合には
、５つの２０フィート（６．１メートル）のインサートが使用されるであろう。ブームが
１３０フィート（３９．６メートル）の長さであるようにしようとする場合には、５つの
２０フィート（６．１メートル）のインサートと１つの１０フィート（３．０５メートル
）のインサートとが使用されるであろう。これらの種々のブーム構造の各々に対しては、
種々の数及び長さのブームストラップ及びジブのバックステーストラップの部分が使用さ
れる。しかしながら、もしストラップを、ブームの部分が組み立てられるときにブームス
トラップとジブのバックステーストラップとを構成するために一緒に結合することが容易
な、ブーム部分の頂部に置いて作業現場間を移動すれば、好都合である。
【０００８】
　高能力のクレーンが搬送されるときに直面する一つの問題点は、ブーム部分の幅が公道
輸送限界によって制限されるということである。しかしながら、クレーンが組み立てられ
るときには、スライド平衡装置の幅は広いので、ジブのバックステーストラップ同士は使
用中にはブームバット及び支柱の頂部に結合されている場所での幅よりもさらに離される
必要があるであろう。この場合には、スプレッダは、ひとたびクレーンが組み立てられる
とジブのバックステーストラップ同士を互いに離れるように幅を広げることを必要とされ
かもしれない。ジブのバックステーストラップの部分は依然としてブーム部分の頂部上で
動かすことができるけれども、これらは、ブーム巻き上げ索具の領域での使用中は、それ
らの移動状態での幅よりもより広く離れている必要がある。
【０００９】
　ジブのバックステーストラップ同士の間にスプレッダを設ける際の一つの問題点は、作
業中にスプレッダが定位置にあることが必要であり、この位置では、ブーム、マスト、ラ
フィングジブ及び支柱がそれらの作動位置にあるときに地面から極めて高く離れてスプレ
ッダを配置させる必要があることである。ジブのバックステーストラップが定位置まで持
ち上げられる前にスプレッダを定位置に配置することは、ストラップ部分が搬送されたブ
ーム部分の頂部上のブラケット内に載置されている場合には可能ではない。従って、ジブ
のバックステーストラップがもはやブーム部分の頂部上のブラケット内に無い位置まで持
ち上げられた後に、ジブのバックステーストラップを相互に離れるように広げる方法が必
要とされている。しかしながら、ひとたびジブのバックステーストラップが持ち上げられ
ると、作業者をスプレッダが移動する必要がある高さに配置し且つ作業者がスプレッダを
ジブ用のバックステーストラップ間に挿入でき且つストラップ同士を離すことができるよ
うにさせることは極めて困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願第１２／０２３，９０２号
【特許文献２】米国特許出願第１２／５６１，００７号
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【特許文献３】米国特許出願第１２／７３０，４２１号
【特許文献４】ＥＰＯ特許出願第０８２５１２７７．３号
【特許文献５】ＥＰＯ特許出願第０９２５２２０７．７号
【特許文献６】ＥＰＯ特許出願第１０２５０６２６．８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　一対のバックステーストラップ間に連結された後に長さを調節できるバックステースプ
レッダを発明した。本発明によるスプレッダは、地面に近いが依然としてブーム部分の頂
部上のブラケット内に保持されているときにバックステーストラップ間に取り付けること
ができ、バックステーストラップは、次いでジブ構造が組み立てられるときに持ち上げる
ことができ、ひとたびバックステー部分がそれらのブラケットから出されると、スプレッ
ダは、クレーン作業のために必要とされる距離までストラップ同士を離すように伸長させ
ることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第一の態様によれば、本発明は、一対のバックステー部分間に取り付けられるバックス
テースプレッダであって、該一対のバックステー部分は、各々がクレーン上の一対のバッ
クステーストラップのうちの一つを作り上げる際に使用される構造とされた第一および第
二のバックステー部分と、第一のバックステー部分と第二のバックステー部分との間に結
合されているスプレッダと、を備えており、該スプレッダは、ｉ）第一及び第二の部材で
あって、各々が第一の端部にバックステー部分コネクタを備え、第二の端部に枢動継手コ
ネクタを備えており、該枢動継手コネクタは前記第一の部材と第二の部材とを枢動結合に
よって結合するように使用され、各々が、枢動結合から離れる方向に伸長している伸長部
分を有し、該伸長部分の間にはある角度を有しており、該第一の部材の第一の端部のバッ
クステーコネクタは前記第一の部材を前記第一のバックステー部分に結合しており、前記
第二の部材の前記第一の端部のバックステーコネクタが前記第二の部材を前記第二のバッ
クステー部分に結合している前記第一及び第二の部材と、ii）前記枢動継手コネクタ間に
取り付けられたアクチュエータとを備えており、iii）前記アクチュエータは、前記２つ
の枢動継手コネクタの前記伸長部分間の角度を制御し、この角度はまた、前記第一の部材
と第二の部材との間の角度をも規定している。アクチュエータが前記２つの伸長部分を相
互に向かう方向に付勢すると、前記第一及び第二の部材は枢動結合部を中心に枢動して前
記第一及び第二のバックステー部分を更に相互に離れる方向に付勢し、前記アクチュエー
タが前記２つの伸長部分を相互に離れる方向に枢動させると、前記第一及び第二の部材は
互いに向かう方向に枢動して前記バックステー部分が相互に接近するようにさせる。
【００１３】
　第二の態様においては、本発明は、車体と、車体を地面から持ち上げる地面係合部材と
、車体に回転可能に結合された回転床と、回転床上に枢動可能に取り付けられたブームと
、ブームの頂部に隣接して取り付けられたジブと、第一及び第二の端部を有している少な
くとも１つの支柱であって、第一の端部が前記ジブの前記ブームへの結合部に隣接した位
置に結合されており且つ第二の端部がジブ索具を支持しており、前記ジブ索具が該支柱と
前記回転床との間に結合されている一対のバックステーストラップを備えている少なくと
も１つの支柱と、前記バックステーストラップの対間に結合されている調節可能長さスプ
レッダであって、スプレッダの結合位置においてバックステーストラップがスプレッダが
無い状態で広げられるよりも離れて広げられるように作動可能なアクチュエータを備えて
いるスプレッダとを備えている。
【００１４】
　第三の態様においては、本発明は、巻き上げクレーンを組み立てる方法であり、該方法
においては、巻き上げクレーンは、作業中に、車体と、車体を地面から持ち上げる地面係
合部材と、車体に回転可能に結合されている回転床と、回転床に枢動可能に取り付けられ
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ているブームと、ブームの頂部に隣接して取り付けられているジブと、同じくブームの頂
部に隣接して結合されている少なくとも１つの支柱と、前記少なくとも１つの支柱に結合
されているジブ索具であって一対のバックステーストラップを備えており且つ該一対のバ
ックステーストラップは支柱と回転床との間に結合されているジブ索具とを備えており、
該方法は、ａ）前記ブームを前記回転床に取り付け且つ前記支柱を前記ブームに取り付け
るステップと、ｂ）前記ジブのバックステーストラップを前記支柱と前記回転床との間に
取り付けるステップと、ｃ）調節可能長さスプレッダを前記ジブのバックステーストラッ
プ同士の間に取り付けるステップであって、前記スプレッダが前記ジブのバックステース
トラップ間に取り付けられているときに第一の長さを有するスプレッダを取り付けるステ
ップと、ｄ）前記スプレッダの長さを前記スプレッダが前記ジブのバックステーストラッ
プ間に取り付けられた後に、第一の長さよりも長い第二の長さまで伸ばすステップとを含
んでいる。
【００１５】
　本発明のバックステースプレッダは、バックステーストラップの部分がそれらの搬送位
置にある間にバックステーストラップの部分間に取り付けることができる。主要な支柱が
巻き上げられてジブのバックステーストラップがそれと一緒に動かされると、スプレッダ
もまた持ち上げられる。ストラップがひとたびそれらが搬送されたブラケットから取り出
されると、スプレッダは作動することができる。アクチュエータがジブのバックステース
トラップ同士を離れるように広げた後に、スプレッダは、該スプレッダを通常のクレーン
の動作中にその伸長位置に保持するロック機構を有しているのが好ましい。このようにし
て、ジブのバックステーストラップは、荷がフック上にあり且つクレーンが旋回するとき
にさえ、ブーム巻き上げ索具との接触を避けるように遠くに離れるように広げることがで
きる。スプレッダは、このスプレッダがクレーンの作業中に位置する位置よりも地面に近
い位置に、配置させることができる。更に、クレーン組立作業者は依然として液体ライン
を接続させるように持ち上げられ且つスプレッダを作動させる必要があるとしても、これ
らの作業は比較的簡単であり、且つ作業者が通常はクレーンの組立中に、持ち上げられた
位置から行なう他の作業と共に行なうことができる。本発明のこれらの及びその他の利点
は、本発明自体と共に、添付図面を参考にすれば更に容易に理解することができるであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を使用している移動式巻き上げクレーンの側面図である。
【図２】図１のクレーンの後方斜視図であり、明確化のために幾つかの構成要素が除去さ
れているが、使用状態の本発明のバックステースプレッダが示されている。
【図３】図１の移動式巻き上げクレーンの拡大部分側面図である。
【図４】図１のクレーンを作るために使用されるブーム部分の斜視図であり、ブームスト
ラップ部分及びジブのバックステーストラップが搬送モードで取り付けられている。
【図５】図１のクレーンにおいて使用されるジブのバックステーストラップの２つの部分
間の長手方向の結合部の詳細図である。
【図６】図１のクレーンを作るために使用されるジブのバックステーストラップの部分間
に結合されたバックステーストラップの斜視図であり、搬送形態で示されている。
【図７】図６のジブのバックステースプレッダの部分間に結合されたバックステースプレ
ッダの斜視図であり、作業形態で示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を更に説明する。以下の節においては、本発明の種々の態様がより詳細に
規定されている。このように規定されている態様は、明確に否定して指示されていない限
り、他のあらゆる態様と組み合わせることができる。特に、好ましいものとして又は有利
なものとして示されている如何なる特徴も、好ましいか又は有利なものとして示されてい
る他のあらゆる特徴と組み合わせることができる。
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【００１８】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用されている以下の用語は、以下に規定されて
いる意味を有している。
【００１９】
　“アクチェータ”という用語は、リンクされた構造に変化を起こす不可動の器具であっ
て、アクチュエータに供給されたエネルギーを、リンクされた構造を変化させる所望の機
械動作に変換する器具を指す。本発明の好ましい実施例においては，アクチェータは、相
互に枢動可能に取り付けられているコネクタの部分同士を、相互に離れるように広げるか
又は近づけるかのどちらかの所望の直線動作を生じさせる。典型的には、エネルギーは人
以外の供給源から提供されるであろう。しかしながら、人が、機械的な効果を使ってエネ
ルギーを本発明において使用可能なアクチェータに供給することができる。
【００２０】
　本発明は、多くのタイプのクレーンに対する適用性を有しているけれども、本発明を、
図１～３に作業形態で示されている移動式巻き上げクレーン１０と組み合わせて説明する
。移動式巻き上げクレーン１０は、車体１２とも称される下方機構と、クローラ１４及び
１６の形態の可動の地面係合部材とを備えている。もちろん、２つの前方クローラ１４と
２つの後方クローラ１６とが設けられている。クレーン１０においては、地面係合部材は
、各側部にクローラを１つずつ有するちょうど一組みのクローラとすることができる。も
ちろん、図示されているもの以外の付加的なクローラを使用することができると共に、他
のタイプの地面係合部材例えばタイヤを使用することもできる。
【００２１】
　回転床２０は、車体１２に旋回リングによって取り付けられていて、回転床２０は、地
面係合部材１４，１６に対して軸線を中心に旋回できるようになされている。回転床は、
回転床の前方部分上に枢動可能に取り付けられているブーム２２と、その第一の端部が回
転床に取り付けられているマスト２８であってマストの第二の端部に隣接した位置で下方
のスライド平衡装置がマストに結合されているマスト２８と、マストと回転床の後方部分
との間に結合された後方連結器３０と、可動のカウンタウェイトユニット３４とを支持し
ている。カウンタウェイトは、支持部材上に設けられた個々のカウンタウェイト部材４４
の多層の積み重ねの形態とすることができる。
【００２２】
　ブーム巻き上げ索具（以下において更に詳細に説明する）は、マスト２８の頂部とブー
ム２２との間に使用されていて、ブームの角度を制御し且つ荷重を伝達してカウンタウェ
イトがクレーンによって巻き上げられた荷のバランスをとるために使用され得る。荷巻き
上げワイヤーロープ２４は、ブーム２２上のプーリ―上をはわされてフック２６を支持し
ている。荷巻き上げワイヤーロープの他方の端部は、回転床に結合されている第一の主要
な荷巻き上げドラム７０上に巻き付けられており、回転床は以下において更に詳細に説明
する。回転床２０は、移動式巻き上げクレーン上に一般的に見ることができる他の要素例
えば運転室、ブーム巻き上げ索具のための巻き上げドラム５０、第二の主要な巻き上げド
ラム８０及び補巻きロープのための補助的な荷巻き上げドラム９０を備えており、これら
もまた以下において更に詳細に説明する。
【００２３】
　図１に示されているように、ブーム２２は、ジブ２３を備え、好ましくは主要ブーム２
２の頂部に枢動可能に取り付けられたラフィングジブを備えている。クレーンはまた、ジ
ブの支柱２７及び主要な支柱２９並びにこれに関連するラフィングジブ索具及びラフィン
グジブ巻き上げドラム１００をも備えている。ラフィングジブ巻き上げワイヤーロープ１
９は、ドラム１００から１つ以上のワイヤーガイド１８を介して支柱キャップ３１内の滑
車同士間の索具まで延びており且つジブの支柱２７と主要な支柱２９との間の角度を制御
するために使用される。一つの実施形態においては、ラフィングジブ巻き上げロープ１９
は、太さが約３４ｍｍのワイヤーロープである。ジブ巻き上げワイヤーロープ１９は、第
一及び第二の支柱キャップ３１の滑車内をはわされており、該第一及び第二の支柱キャッ
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プは、各々、ジブの支柱２７及び主要な支柱２９に取り付けられている。ラフィングジブ
巻き上げワイヤーロープ１９は、支柱キャップ３１か又は支柱２７，２９のうちの一方で
終端している。
【００２４】
　二つのジブのバックステーストラップ３３が、例えばそのキャップに対する又はキャッ
プに近い主要な支柱２９の端部とブーム２２の底部との間に結合されている。ブーム２２
は回転床２０に結合されているので、ジブのバックステーストラップ３３はブーム２２に
結合されることによって回転床２０に結合されている。これらのジブのバックステースト
ラップは、多数の固定長さの部分によって作られている。これらの部分の個数及び各部分
の長さの選択によって、固定された角度の三角形の最も長い辺の長さを変更することが可
能になる。この三角形は、主要な支柱２９とブーム２２との間に形成されていて種々のブ
ーム長さに適合する。ジブのバックステーストラップ３３の長さを変えることによって、
クレーンが設計されるブーム長さの各々に対して。一定の角度が主要支柱２９とブーム２
２との間に維持されてもよい。以下に更に詳細に説明するように、調整可能長さスプレッ
ダが一対のジブのバックステーストラップ３３間に結合されており、このスプレッダは、
ジブのバックステーストラップをスプレッダの結合位置においてスプレッダが無い状態で
広げるよりも更に離して広げることができるように作動可能な液圧シリンダを備えている
のが好ましい。
【００２５】
　ジブの支持ストラップ３７の各部分が、ジブの支柱２７の端部と隣接のラフィングジブ
２３の頂部との間に結合され、それらの間に一定の角度を維持してもよい。従って、主要
な支柱２９とジブの支柱２７との間の角度はまた、ラフィングジブ２３が主要なブーム２
２との間に形成する角度をも規定している。上記したジブの支持ストラップ３７を使用し
てラフィングジブの巻き上げワイヤーロープ１９を伸長させるか収縮させることによって
、主要支柱２９とジブの支柱２７との間の角度の拡張又は縮小が可能になる。支柱ストッ
プ３５が、主要な支柱２９とブーム２２との間に結合されて、ジブ上に荷が存在しておら
ず主要な支柱を引っ張り上げる力がこの主要な支柱を引き下げる力よりも小さい場合にお
ける主要な支柱２９に対する支持を提供している。支柱、ジブ巻き上げ索具及びジブのバ
ックステーストラップ３３を組み立てる方法の詳細は、米国特許出願第１２／７３０，４
２１号及びＥＰＯ特許出願第１０２５０６２６．８号に更に詳しく開示されている。
【００２６】
　後方連結器３０は、マスト２８の頂部に隣接しているがマストの下方に向かって十分遠
く離れて結合されていて、マストに結合されている他の部材と干渉しないようになされて
いる。後方連結器３０は、図１に示されるように格子部材によって構成され、圧縮荷重と
引張荷重との両方の荷重を坦持するように設計されてもよい。クレーン１０において、マ
ストは、クレーンの作業、例えば掴み取り、移動及び設置作業中に、回転床に対して固定
角度で保持されている。
【００２７】
　カウンタウェイトユニット３４は、回転床２０の台に対して移動させることができる。
引張部材３２はマストの頂部に隣接して結合されていて、カウンタウェイトユニットを吊
り下げモードに支持している。カウンタウェイト移動構造が、回転床とカウンタウェイト
ユニットとの間に結合されていてカウンタウェイトユニットがマストの頂部前方の第一の
位置へと動かされ且つこの位置に保持されたり、マストの頂部の後方の第二の位置へと動
かされ且つその位置に保持されることができるようになされている。このことは米国特許
出願第１２／０２３，９０２号及びＥＰＯ特許出願第０８２５１２７７．３号に更に詳細
に説明されている。
【００２８】
　少なくとも１つの直線作動装置３６例えば液圧シリンダ又は代替的にはラック及びピニ
オンのアセンブリと、第一の端部が回転床に、枢動可能に結合され第二の端部が直線作動
装置３６に枢動可能に結合されている少なくとも１つのアームとが、クレーンのカウンタ
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ウェイト移動構造内で使用されて、カウンタウェイトの位置を変えることができる。アー
ムと直線動作装置３６とは、回転床とカウンタウェイトユニットとの間に結合されて直線
動作装置３６の伸長及び収縮によって回転床に対するカウンタウェイトユニットの位置を
変えることができる。図１～３はカウンタウェイトユニットをその最も前方の位置で示し
ているけれども、直線動作装置３６は、部分的に又は一杯まで伸長させて、カウンタウェ
イトユニットを、中間位置と後方位置とへ又はあらゆる中間位置例えば荷がフック２６か
ら吊り下げられているときの位置へと動かすことができる。
【００２９】
　カウンタウェイト移動構造の好ましい実施形態においては、枢動フレーム４０（図３）
は、図示されている固相溶接板構造とすることができ且つ回転床２０と直線動作装置３６
の第二の端部との間に結合されている。後方アーム３８が、枢動フレーム４０とカウンタ
ウェイトユニットとの間に結合されている。後方アーム３８はまた、枢動フレーム４０に
結合されている端部に角度が付けられた部分３９を備えている溶接板構造でもある。これ
によって、アーム３８を枢動フレーム４０と一直線状にまっすぐ結合させることが可能と
なる。図２に最も良く見ることができるように、後方連結器３０は、広げられて隔置され
た下方脚部を備えているＡ字形状構造を有しており、これは、カウウンタウェイト移動構
造が必要なときに脚部間を通過するのを可能にしている。
【００３０】
　クレーン１０には、カウンタウェイト支持装置４６が備えられており、カウンタウェイ
ト支持装置は幾つかの国におけるクレーン規格に合致することが必要とされ得る。カウン
タウェイト移動構造とカウンタウェイト支持構造とは米国特許出願第１２／０２３，９０
２号及びＥＰＯ特許出願第０８２５１２７７．３号に更に詳しく開示されている。
【００３１】
　ブーム巻き上げ索具はブーム巻き上げワイヤーロープを含んでおり、このブーム巻き上
げワイヤーロープは、ブーム巻き上げドラム５０に巻き付けられ且つ下方スライド平衡装
置４７と上方スライド平衡装置４８の滑車に通されているワイヤーロープの形状とされて
いる。ブーム巻き上げドラムはフレーム６０（図３）に取り付けられており、フレーム６
０は回転床に結合されている。索具はまた、固定長さのペンダント２１を備えており、ペ
ンダント２１はブーム頂部と上方スライド平衡装置４８との間に結合されている。下方ス
ライド平衡装置４７は、マスト２８を介して回転床２０に結合されている。この構造は、
ブーム巻き上げドラム５０の回転を可能にして下方スライド平衡装置４７と上方スライド
平衡装置４８との間にあるブーム巻き上げワイヤーロープ２５の量を変え、それによって
回転床２０とブーム２２との間の角度を変えることができる。
【００３２】
　ブーム巻き上げドラムのフレーム６０、下方スライド平衡装置４７及び上方スライド平
衡装置４８は、各々、協働する取り付け構造を備えており、それによって下方スライド平
衡装置と上方スライド平衡装置とはブーム巻き上げドラムのフレームに取り外し可能に結
合することができ、その結果、ブーム巻き上げドラム、下方スライド平衡装置、上方スラ
イド平衡装置、及びブーム巻き上げワイヤーロープは、結合アセンブリとして搬送するこ
とができる。作業現場間を搬送するように配列されて結合されたブーム巻き上げドラム５
０、フレーム６０、下方スライド平衡装置４７及びスライド平衡装置４８は、米国特許出
願第１２／５６１，００７号及びＥＰＯ特許出願第０９２５２２０７．７号に記載されて
いる。
【００３３】
　クレーン１０は４つのドラムを備えており、４つのドラムの各々がフレームに取り付け
られており且つ回転床に積み重ねられた形態で結合されている。（回転床は、主フレーム
と前方及び後方のローラー坦持部材とを備えている。）更に、ジブ巻き上げドラム１００
がフレームに取り付けられており、フレームは前方のローラー坦持部材の前面に取り付け
られている。この４つの積み重ねられたドラムのうちの２つのドラムのフレームは回転床
に直接結合されており、一方、他の２つのドラムのフレームは、回転床に直接結合されて
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いる２つのドラムのフレームのうちの少なくとも１つに直接結合されることによって、回
転床に結合されている。この場合には、４つの積み重ねられたドラムは、荷巻き上げワイ
ヤーロープ２４が巻き付けられている第一の主要な荷巻き上げドラム７０と、荷巻き上げ
ワイヤーロープ１７が巻き付けられている第二の主要な荷巻き上げドラム８０と、補巻き
ロープ１３が巻き付けられている補助の荷巻き上げドラム９０と、ブーム巻き上げワイヤ
ーロープ２５が巻き付けられているブーム巻き上げドラム５０とであるのが好ましい。好
ましくは、補助の荷巻き上げドラム９０のフレーム９１と第二の主要な荷巻き上げドラム
８０のフレーム８１とは、回転床に直に結合されており（フレーム９１がその前方におい
て前方ローラー坦持部材上にピンで留められている）、第一の主要な荷巻き上げドラム７
０のフレーム７１は、フレーム８１及び９１の両方に結合されており、一方、ブーム巻き
上げドラム５０のためのフレーム６０はフレーム８１に結合されている。従って、この点
に関して、ブーム巻き上げドラムのフレーム６０は、第二の主要な荷巻き上げドラムのフ
レーム８１の頂部に積み重ねられ且つピンで直に留められており、第一の主要な荷巻き上
げドラムのフレーム７１は、補助の荷巻き上げドラムのフレーム９１の頂部に積み重ねら
れ且つピンで直に留められている。これらのドラムのフレームは、回転床に結合され且つ
相互に取り外し可能なピンによって結合されて、フレームが回転床から分離され且つ別々
に搬送されることが可能にされている。
【００３４】
　六番目のドラムは、索具ウィンチドラム１１０を含み、索具ウィンチドラム１１０上に
は索具ウィンチワイヤーロープ１１１が巻き付けられている。索具ウィンチドラム１１０
は、回転床２０の下方部分に取り付けられており且つ重量が他のドラムより軽い。一つの
実施形態における索具ウィンチワイヤーロープ１１１は、１９ｍｍのウィンチワイヤーロ
ープとすることができ、概してクレーン１０を組み立てる補助となるように使用され、例
えば、支柱キャップ３１の滑車に通すのを促進する補助とし且つ米国特許出願第１２／７
３０，４２１号およびＥＰＯ特許出願第１０２５０６２６．８号に記載されているように
主要支柱２９の組み立てを促進する補助とするために使用される。
【００３５】
　図３に示されているように、ドラムフレームの積み重ねは、マスト２８とブームストッ
プ１５とが回転床に間接的に結合されるのを可能にし、その結果、マスト２８及びブーム
ストップ１５の作用線に沿って導かれた力が回転床へとドラムフレーム７１及び９１の脚
部７２及び９２を介して伝えられる。ブームストップ１５は、該ブームストップの長手方
向軸線を通る作用線を有している。従って、ブームストップ内の力は、ブームストップか
らブームストップの長手方向軸線と整合している脚部７３の頂部に設けられたピンへと伝
えられる。ピンに作用する力は、次いで、ドラムフレーム７１，８１及び９１の部材の幾
何学的構造を介して回転床へと伝えられる。ブーム２２が後方へ反動して設計上最大のほ
ぼ垂直位置を越えるようになされている場合には、圧縮荷重は、ブームストップ１５を介
して脚部７３の頂部に設けられたピンに伝えられ且つフレーム７１の構造内へと伝えられ
る。この荷重は、フレーム７１の脚部７３とフレーム８１の脚部８２とに対する下方への
圧縮力によって分散され、引張荷重はフレーム７１の脚部７２とフレーム９１の脚部９２
とによって分散される。
【００３６】
　上記したように、ブーム２２は多数のブーム部分を相互に結合することによって作られ
ており、ジブのバックステーストラップ３３は、各々、多数のバックステーストラップ部
分を相互に結合することによって作られており、ブームは、クレーンの作業中は、各々が
部分によって作られている一対のブームストラップ２１によって支持される。図４に最も
良く示されているように、２つのジブのバックステーストラップ部分６３，６４は、クレ
ーンの組み立てに先立って作業現場へと搬送されるが、その間、それらの間にある幅を有
した状態でブーム部分４２上に平行に取り付けられている。２つのブームストラップ部分
７６，７７もまた、それらの間にある幅を有した状態でブーム部分４２上に平行に取り付
けられた状態で搬送される。ブームストラップ部分７６，７７は、ブーム部分４２上のジ
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ブのバックステーストラップ部分６３，６４の間に取り付けられている。ブームストラッ
プ部分７６及び７７はある幅で搬送され、この幅は、ブーム２２の頂部と第二のスライド
平衡装置４８との間に取り付けられているときに有する幅に対応しており、ジブのバック
ステーストラップ部分６３及び６４はある幅で搬送され、この幅は、ブームバットに取り
付けられ且つ主要な支柱２９の端部に取り付けられるときの幅に対応している。
【００３７】
　ジブのバックステーストラップ部分６３及び６４の各々は二本のバーによって構成され
ているのが好ましく、搬送されつつあるときに一方の端部上にコネクタ７４を備えており
、これによって、別のジブのバックステーストラップ部分に結合させることができる。図
５は、ジブのバックステーストラップ部分間に作られた好ましい結合部を示している。明
記したように、各部分は二本のバー４１及び４３によって作られている。これらのバーは
端部に幅が広く作られた部分を備えており、該幅広部分を貫通して穴が設けられている。
コネクタ７４は、３つのリンク８６，８７及び８８を備えており、これらのリンクの各々
は両端に幅広の部分を有しており、該幅広の端部の各々を貫通して穴が設けられている。
リンク８７はバー４１と４３との間に配置されており、リンク８６及び８８はバー４１と
４３との外側に配置されていてバー４１と４３との端部を挟んでおり、リンク８７がそれ
らの間に配置されている。ピン８９は、これらのバーに設けられた穴及びリンクを貫通し
て取り付けられていて、これらのリンクがバックステーストラップの一つの部分の端部を
バックステーストラップの別の部分に対して保持することを可能にしている。
【００３８】
　ジブのバックステー部分６３，６４がブーム部分４２の頂部上で搬送されるとき、コネ
クタ７４は、図４に示されているように、ジブのバックステー部分の一端に１つのピン８
９によって取り付けられており、第二のピン８９は取り外されている。結合されたストラ
ップ部分とコネクタ７４との長さを短くするために、リンク８６，８７及び８８は１８０
°後方へ折り畳まれている。中央のリンク８７は、バー４１と４３との間に嵌め込まれて
おり、外方のリンク８６と８８とはバー４１と４３とに沿って横たわっている。２つのバ
ックステー部分がクレーンの組み立て中に相互に結合されているときは、リンク８６，８
７及び８８は、それらの伸長位置へと後方に折り畳まれ、第二の部分からのバー４１と４
３とは、それらの穴が整合して第二のピン８９を挿入し且つ取り付けることができるよう
に、リンク８６、８７及び８８間に配置される。
【００３９】
　クレーン１０を組み立てるときには、第一のブーム２２が回転床２０に取り付けられ、
主要な支柱２９がブーム頂部に取り付けられる。ジブのバックステーストラップ３３の端
部分が主要な支柱２９とブーム２２の底部とに取り付けられ、付加的な部分が相互に結合
される。しかしながら、各ジブのバックステーストラップ３３を形成する部分間の最終的
な結合は、主要な支柱２９が定位置まで持ち上げられるときに形成される。このことは、
米国特許出願第１２／７３０，４２１号及びＥＰＯ特許出願第１０２５０６２６．８号に
記載されている。
【００４０】
　調節可能長さスプレッダ５１（図６）が、ストラップの部分同士が互いに結合されると
きにジブのバックステーストラップ３３間に取り付けられる。好ましいスプレッダ５１は
、２つのジブのバックステーストラップ部分間の継手においてジブのバックステーストラ
ップ部分に結合される。スプレッダはまた、ジブのバックステーストラップ３３が支柱２
９とブーム２２の底部との間に完全に結合される前にジブのバックステーストラップの部
分間に結合されるのが好ましい。
【００４１】
　スプレッダ５１は図６に示される形態で搬送され、この形態では、スプレッダ５１は既
にジブのバックステーストラップ３３の短い部分６５，６６，６７，６８間に結合されて
おり、一方、部分６５，６６，６７，６８はそれらの搬送幅へと離れて広げられる。これ
らの短い部分は自由端部を有しており、この自由端部はコネクタ７４を使用してバックス
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テーストラップの他の部分に結合させることができる。しかしながら、短い部分６５及び
６６は、各々、短い部分６７及び６８に異なるタイプの結合によって取り付けられており
、これによってスプレッダ５１は部分６５，６６，６７及び６８間の結合部に結合させる
ことができる。この短い部分は各々２つの平坦な部分を有しており、この平坦な部分を貫
通して設けられている穴は、バックステーストラップ３３の各部分を相互に結合すると共
にスプレッダ５１に結合させるために使用されているピンを受け入れる大きさとされてい
る。バックステーストラップ間に取り付けられているときに、スプレッダは第一の長さを
有している。その後に、スプレッダの長さは、第一の長さよりも長い第二の長さ（図７）
まで伸長せしめられる。
【００４２】
　バックステースプレッダは、第一及び第二の部材５２，５３を備えており、これらの部
材の各々が、第一の端部にバックステー部分のコネクタ５４，５５を有しており且つ第二
の端部に枢動継手コネクタ５６，５７を有している。バックステーコネクタ５４は、第一
の部材５２の第一の端部に設けられていて第一の部材５２を第一のバックステー部分６５
に結合している。バックステー結合部５５は、第二の部材５３の第一の端部に設けられて
いて第二の部材を第二のバックステー部分６６に結合している。バックステー部分のコネ
クタ５４，５５の各々は、各々の第一及び第二の部材５２，５３の第一の端部に平坦な部
分を備えており、この平坦な部分を貫通して設けられている穴は、部分６５，６７及び６
６，６８を結合させるために使用されるピンを受け入れる大きさである。
【００４３】
　枢動継手コネクタ５６，５７は、第一及び第二の部材を枢動結合部５８によって結合す
るために使用されている。枢動継手コネクタの各々は、この枢動結合部から離れて伸長し
ている部分を有しており、この各枢動継手コネクタの伸長部分間に角度９９を有している
。アクチュエータ８３が枢動継手コネクタ５６，５７間に取り付けられている。アクチュ
エータ８３は、この２つの枢動継手コネクタの伸長部分間の角度９９を制御している。こ
の角度はまた、第一の部材５２と第二の部材５３との間の角度９８をも規定している。ア
クチュエータ８３が２つの伸長部分を相互に向かうように付勢すると、第一及び第二の部
材５２，５３は、枢動結合部５８を中心に枢動して第一及び第二のバックステー部分６５
，６６を更に相互に離れるように付勢する。アクチュエータ８３が２つの伸長部分を相互
に離れるように枢動させると、第一及び第二の部材５２，５３は相互に向かって枢動して
バックステー部分６５，６６を相互に更に接近させることができる。
【００４４】
　スプレッダ５１の第一及び第二の部材５２，５３は、各々、真直ぐな脚部を備えている
ことが好ましく、これらの脚部は相互に正反対に整列した状態とされて、アクチュエータ
８３が伸長部分を付勢して相互に接触する状態とさせたときに、第一の部材と第二の部材
とは相互に１８０°の角度９８にある。
【００４５】
　伸長部分の各々は、機械加工された座面９４，９５を備えているのが好ましく、これら
の座面は、アクチュエータ８３が伸長部分を相互に付勢してバックステー部分６５，６６
が相互に離れる方向に付勢されるときに圧縮荷重を支える。
【００４６】
　アクチュエータ８３は液圧シリンダであるのが好ましい。液圧シリンダは、シリンダ本
体８４と該本体８４から伸長可能なロッド８５とを備えている。本体８４は、第二の部材
５３の枢動継手コネクタ５７の伸長部分に取り付けられており、ロッド８５は、第一の部
材５２の枢動継手コネクタ５６の伸長部分に結合されている。もちろん、本体８４とロッ
ド８５とは逆に結合させて、本体８４を第一の部材５２の枢動継手コネクタ５６の伸長部
分に結合させることができる。
【００４７】
　スプレッダ５１は、スプレッダを広げて離れた位置に“係止する”ための何らかの機構
を有しているのが好ましい。例えば、液圧シリンダ８３が使用される場合には、液圧ライ
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ンと液圧とがクレーンの作業中に液圧シリンダに結合されたたままである必要がないのが
ベストであろう。スプレッダを、広げて離れた位置に係止する構造とされている機械的な
係止装置を備えることができる。代替的で且つ好ましくは、機械的な係止装置を有する代
わりに、スプレッダは部品の幾何学的構造により開いたままである、すなわち、バックス
テースプレッダ部材の設計は、これらの部材が広げられた隔置位置に自然に留まるような
設計である。このことを達成するための一つの方法は、部品を、一杯まで広げて隔置させ
た位置から、より少ない広がり位置まで戻すことができるように設計することであり、ス
プレッダは枢動継手コネクタの形状及び枢動結合の配置の故に、最初は、一杯まで、広が
った位置よりも長くなければならないであろう。
【００４８】
　図７を考慮すると、バックステーストラップにおける結合の軸線と枢動結合部５８の軸
線との間の距離Ａは、バックステー部分における結合の軸線から座面までの距離Ｂよりも
僅かに長い。このことは、枢動結合部５８が伸長部分を通る中心線から距離Ｃだけずれて
いることによりもたらされる。距離Ｂを含む線とＣを含む線とは直角に交差しているので
、Ａ２＝Ｂ２＋Ｃ２であり、従ってＡはＢよりも大きい。第一及び第二の部材を図７の伸
長位置から図６の部分的に折り畳まれた位置まで戻すために、バックステースプレッダ５
１はバックステーストラップを（２Ｂの幅から２Ａの幅まで）更に離れるように押されな
ければならない。バックステーストラップによってスプレッダ部材５２及び５３にかけら
れる圧縮力が大きければ大きいほど、バックステーストラップはより幅広く離れて広げら
れるので、圧縮力が増すことによってスプレッダは自然に図７の位置にとどまらせられる
。もちろん、液圧シリンダ８３はこの力に打ち勝ち且つ伸長部分同士を相互に離れる方向
に押すように作動させることができる。
【００４９】
　ここに説明した現在のところ好ましい実施形態に対する種々の変更及び改造が当業者に
とって明らかであることは理解されるはずである。クレーンは、図示されている調節可能
長さスプレッダの代わりに、異なるタイプの調節可能長さスプレッダであってアクチュエ
ータを備えているスプレッダを使用することができる。更に、調節可能長さスプレッダが
液圧シリンダをアクチュエータ８３として使用する代わりに図６及び図７に示されている
ような部材によって作られている場合には、ねじ機構を、枢動継手コネクタ５６及び５７
の伸長部分を離して広げ且つ一緒に引っ張るために使用することができる。真直ぐな脚部
を備える代わりに、第一及び第二の部材５２及び５３を異なる形状とすることができる。
ラフィングジブのバックステーストラップ同士を広げるのに使用されている好ましいスプ
レッダが示されているけれども、本発明のスプレッダは、固定されているジブのバックス
テーストラップ及びクレーンのその他のバックステーストラップ例えばブームのストラッ
プを広げるためにも使用することができる。このような変形及び改造は、本発明の意図及
び範囲から逸脱することなく且つ意図されている利点を減少させることなく行うことがで
きる。従って、このような変更及び改造も添付の特許請求の範囲によって保護されること
を意図されている。
【符号の説明】
【００５０】
１０　移動式巻き上げクレーン、
１２　車体、
１３　補巻きロープ、
１４，１６　クローラ、地面係合部材、
１５　ブームストップ、
１７　荷巻き上げワイヤーロープ、
１８　ワイヤーガイド、
１９　ラフィングジブ巻き上げワイヤーロープ、
２０　回転床、
２１　ペンダント、
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２２　ブーム、
２３　ラフィングジブ、
２４　荷巻き上げワイヤーロープ、
２５　ブーム巻き上げワイヤーロープ、
２６　フック、
２７　ジブの支柱、
２８　マスト、
２９　主要な支柱、
３０　後方連結器、
３１　支柱キャップ、
３２　引張部材、
３３　ジブのバックステーストラップ、
３４　カウンタウェイトユニット、
３５　支柱ストップ、
３６　直線作動装置、
３７　ジブの支持ストラップ、
３８　後方アーム、
４０　枢動フレーム、
４１，４３　バー、
４２　ブーム部分、
４４　カウンタウェイト部材、
４６　カウンタウェイト支持装置、
４７　下方スライド平衡装置、
４８　上方スライド平衡装置、
５０　ブーム巻き上げ索具のための巻き上げドラム、
５１　スプレッダ、
５２，５３　第一及び第二の部材、
５４，５５　バックステー部分のコネクタ、
５６，５７　枢動継手コネクタ、
５８　枢動結合部、
６０　ブーム巻き上げドラムのフレーム、
６３，６４　ジブのバックステーストラップ部分、
６５，６６，６７，６８　ジブのバックステーストラップ３３の短い部分、
７０　第一の主要な荷巻き上げドラム、
７１　第一の主要な荷巻き上げドラムのフレーム、
７２　フレーム７１の脚部
７３　フレーム７１の脚部、
７４　コネクタ、
７６，７７　ブームストラップ部分、
８０　第二の主要な巻き上げドラム、
８１　第二の主要な荷巻き上げドラムのフレーム、
８２　フレーム８１の脚部、
８３　アクチュエータ、
８４　シリンダ本体、
８５　ロッド、
８６，８７，８８　リンク、
８９　ピン、
９０　補巻きロープのための補助的な荷巻き上げドラム、
９１　補助の荷巻き上げドラムのフレーム、
９２　フレーム９１の脚部、
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９４，９５　座面、
１００　ラフィングジブ巻き上げドラム、
１１０　索具ウィンチドラム、
１１１　索具ウィンチワイヤーロープ
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